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ID: 368
担当部署: 子ども家庭課

処分の概要 未熟児に対する養育医療の給付の決定

法 令 名

根 拠 条 項
母子保健法 第20条第1項

法 令 番 号 昭和40年法律第141号

【基準】

法第20条の規定による。

(養育医療)

第20条 市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、そ

の養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療

に要する費用を支給することができる。

2 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、

行なうことができる。

3 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

4 養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬

局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。

5 都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第1項の規定による

養育医療を担当させる機関を指定する。

6 第1項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第19条の

12の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額

のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。

第21条の4第1項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。

7 児童福祉法第19条の12、第19条の20及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法

第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用す

る。この場合において、同法第19条の12中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」

と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第19条の20(第2項

を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第

19条の3第10項」とあるのは「母子保健法第20条第7項において読み替えて準用する第19条の

12」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは「内

閣府令」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるも

のとする。

標準処理期間 30日
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